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険
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療

下
水
道

�こんなときはかならず届出を�

上記以外のものが必要になる場合がありますの
で、お問い合わせください。

国
民
健
康
保
険
の

届
出
は
お
済
み
で
す
か

皆
さ
ん
は
、
自
分
た
ち
の
安
心

あ
る
暮
ら
し
に
医
療
保
険
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
お
気
づ
き
で
す
か
。

私
た
ち
は
、
誰
も
が
国
民
健
康

保
険
又
は
職
場
の
健
康
保
険
（
健

康
保
険
組
合
や
共
済
組
合
）
の
い

ず
れ
か
の
医
療
保
険
に
加
入
し
な

く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

そ
し
て
国
民
健
康
保
険
の
場
合

は
、
職
場
の
健
康
保
険
と
違
い
各

自
の
責
任
で
加
入
又
は
脱
退
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

届
出
が
遅
れ
る
こ
と
で
お
こ
る

さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る

た
め
に
も
、
す
み
や
か
に
届
出
を

し
ま
し
ょ
う
。

○
国
保
の
加
入
届
出
が
遅
れ
る
と

会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き

か
ら
国
保
に
加
入
の
届
出
を
す

る
ま
で
の
間
に
か
か
っ
た
医
療

費
は
、
全
額
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
は
、
被
保

険
者
に
な
っ
た
時
点
（
会
社
な

ど
を
退
職
し
た
日
の
翌
日
）
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

○
国
保
の
脱
退
届
出
が
遅
れ
る
と

保
険
証
の
返
還
を
忘
れ
て
、

う
っ
か
り
国
保
の
保
険
証
で
受

診
し
て
し
ま
う
と
、
国
保
か
ら

給
付
さ
れ
た
分
の
医
療
費
を
払

い
戻
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
新
た
に
加
入
し
た
健

康
保
険
制
度
の
保
険
料
と
国
保

税
を
二
重
に
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

○
国
保
の
加
入
者
と
世
帯
主

国
保
で
は
、
家
族
の
一
人
ひ

と
り
が
被
保
険
者
で
す
が
、
加

入
は
世
帯
単
位
に
な
り
、
届
出

や
保
険
税
の
納
付
義
務
者
は
、

原
則
と
し
て
世
帯
主
と
な
り
ま

す
。

※
国
保
に
加
入
又
は
脱
退
の
手
続

は
１４
日
以
内
に

平
成
１４
年
１０
月
１
日
以

降
に
７０
歳
に
な
ら
れ
た

方
へ

昭
和
７
年
１０
月
１
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
現
在
「
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
お
持
ち

の
方
は
、
受
給
者
証
の
有
効
期
限

が
７
月
３１
日
（
木
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。

新
受
給
者
証
は
、
７
月
中
に
「
配

達
記
録
郵
便
」
に
よ
り
郵
送
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
内
容
に
記
入
も

れ
や
誤
り
が
な
い
か
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
保
険
医
療
係
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公
共
下
水
道
排
水
設
備

現
地
調
査
に
つ
い
て

公
共
下
水
道
が
利
用
で
き
る
区

域
の
ご
家
庭
に
は
、
公
共
下
水
道

に
接
続
す
る
た
め
の
「
公
共
ま
す
」

が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た

び
、
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
状
況

を
確
認
す
る
た
め
、
こ
の
「
公
共

ま
す
」
の
調
査
に
下
水
道
課
の
職

員
が
う
か
が
い
ま
す
。「
公
共
ま
す
」

を
設
置
し
て
い
る
家
庭
の
方
は
、

調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。な

お
、
公
共
下
水
道
へ
の
排
水

設
備
工
事
は
町
の
指
定
工
事
店
で

な
け
れ
ば
、
施
工
で
き
ま
せ
ん
。

工
事
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
指
定

工
事
店
が
下
水
道
課
へ
申
請
を
行
っ

て
か
ら
施
工
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。「
無
届
け
」
接
続
と
な
ら

な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
下
水
道
課
業
務
係
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Information

もっていくもの

転出証明書，印かん

健保の離脱証明書，印かん

保護廃止決定通知書，印かん

母子健康手帳，保険証，印かん

外国人登録証明書

保険証，印かん

国保と健保の保険証，印かん

保護開始決定通知書，保険証，
印かん

死亡を証明するもの，保険証，
印かん

外国人登録証明書，保険証

年金証書，保険証，印かん

保険証，印かん

保険証，印かん

身分を証明するもの，保険証，
印かん

在学証明書，保険証，印かん

保険証，印かん

こんなとき

他の市区町村から転入し
たとき

他の健康保険などを脱退
したとき

生活保護をうけなくなっ
たとき

子どもが生まれたとき

外国籍の方が加入するとき

他の市区町村へ転出した
とき

他の健康保険などに加入
したとき

生活保護をうけはじめた
とき

死亡したとき

外国籍の方が脱退するとき

退職者医療制度に該当し
たとき

退職者医療制度に該当し
なくなったとき

住所，世帯主，氏名など
が変わったとき

保険証をなくしたり、汚
して使えなくなったとき

修学のため，子どもが他
の市区町村に住むとき

長期出張などで別個の保
険証が必要なとき

国
保
に
加
入

国
保
を
脱
退

そ

の

他
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